
議案第２２号 

 

 

 

   権利の放棄のこと 

 

 次のとおり権利を放棄する。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

 

 

                明石市長   泉    房   穂 

 



記 

 

１ 権利の内容 

  阪神・淡路大震災により災害援護資金の貸付けを受けた者に対して有する当該

貸付金の元金及び利息に係る支払請求権 

 

２ 放棄する債権の額 

番

号 
貸付日 放棄する債権の額 

１ 平成７年３月３１日 
８７１，３６６円 

（貸付額 1,700,000 円） 

２ 平成７年３月３１日 
１，６５７，２００円 

（貸付額 3,500,000 円） 

３ 平成７年４月１８日 
４２３，６２６円 

（貸付額 3,500,000 円） 

４ 平成７年５月１０日 
１，０３０，８５０円 

（貸付額 2,500,000 円） 

５ 平成７年５月１０日 
７７０，６４０円 

（貸付額 3,500,000 円） 

６ 平成７年５月１０日 
３７，０８５円 

（貸付額 2,500,000 円） 

７ 平成７年５月１０日 
４４３，４２５円 

（貸付額 2,500,000 円） 

８ 平成７年５月２２日 
３，３６０，８７４円 

（貸付額 3,500,000 円） 

９ 平成７年５月２２日 
２，２３６，８５０円 

（貸付額 2,500,000 円） 
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番

号 
貸付日 放棄する債権の額 

１０ 平成７年５月２２日 
７５４，２１０円 

（貸付額 1,200,000 円） 

１１ 平成７年１２月１５日 
８０９，６４０円 

（貸付額 1,300,000 円） 

１２ 平成７年５月２６日 
２，５６７，６６０円 

（貸付額 3,500,000 円） 

１３ 平成７年５月２６日 
１，６８１，７６５円 

（貸付額 2,500,000 円） 

１４ 平成７年５月２９日 
１，４４４，９５７円 

（貸付額 3,500,000 円） 

１５ 平成７年６月１４日 
４２７，５５７円 

（貸付額 1,500,000 円） 

１６ 平成７年６月１４日 
３９２，５００円 

（貸付額 2,500,000 円） 

１７ 平成７年７月５日 
８９２，０８２円 

（貸付額 3,500,000 円） 

１８ 平成７年１２月１５日 
１０，０００円 

（貸付額 3,500,000 円） 

１９ 平成７年１２月２０日 
８１３，２５５円 

（貸付額 1,500,000 円） 

２０ 平成７年１２月２５日 
１，６６３，３８０円 

（貸付額 1,700,000 円） 

２１ 平成８年１月１０日 
２１４，６２９円 

（貸付額 1,500,000 円） 
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番

号 
貸付日 放棄する債権の額 

２２ 平成８年１月１６日 
１，２１０，３８０円 

（貸付額 1,700,000 円） 

２３ 平成８年２月２日 
１，６０２，１７６円 

（貸付額 2,700,000 円） 

 

３ 放棄の理由 

  被災者の生活基盤の安定を図るため、被災者の高齢化等により今後の回収が困

難であると認められる債権を放棄するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、阪神・淡路大震災により災害援護資金の貸付けを受けた者に対して有す

る債権を放棄することについて、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、

議会の議決を求めようとするものである。 

3


